
名桜大学総合研究,(16):35-47(2009)

原著論文

｢子ども理解のための 『指導 ･支援カルテ』｣問題を考える
-主として子どもの基本的人権保障の観点から一

大城 渡

ConsiderationsonprlVaCylSSueSCOnCernlng
childeducationrecordsintermsoffundamentalhumanrights

WataruOSHIRO

要 旨

｢子ども理解のための 『指導 ･支援カルテ』｣は,子どもの理解に資するためと称 して,子ども本人

や親権者には秘密にして,沖縄県内の全公立学校において2004年からすべての子どもを対象として教

師によって作成されてきた,子どもの性格や家庭環境,問題行動等について詳細に記 した文書である｡

カルテは,その作成手続上,県や市町村の個人情報保護条例に抵触 し,そもそも子どものプライバシー

の権利や教育を受ける権利等憲法上の基本的人権を著 しく侵害するおそれのあるものである｡本稿で

は,主として子どもの基本的人権保障の観点から,カルテと子どもの人権との関係を明らかにしつつ,

このような学校教育の現場におけるカルテの問題性を詳細に検討する｡また,カルテの問題の検討を

通 して明らかとなった,子どもの人権保障と個人情報保護制度との関係についても言及している｡

キーワー ド:子どもの人権,プライバシーの権利,自己情報コントロール権,教育を受ける権利,個

人情報保護

Abstraet

ThisarticleconsiderstheprlVaCyissuesrelatedtochildeducationrecords,whichcontainde-

tailsconcernlngChildrenlscharacter･,domesticenvironment,misconductandsuch,intermsof

thefundamentalhumanrightsorchildren.TherecordswhichteachersmakeagalnStallchiト

dreninpublicschoolsinOkinawainfringeontherighttoprlVaCy,therighttocontrolofper-

sonalinformation,therighttoeducation,andothers.Weexaminetherelationsbetweenthe

recordsandtherightsofchildren,betweenthesystemsprotectlngpersonalinformationand

thosesecuringtherightsofchildren.
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l はじめに -問題の契機 として一

本稿で取り壊う問題の発端は,2009年5月20ET付け地

元紙 (沖縄タイムス)朝刊 1面 トップ記事として,個人

情報保護に係る次の記事が掲載されたことであった｡

｢西原町内の小中学校が児童 ･生徒の行動などを記録,

保管する 『子ども理解のための ｢指導 ･支援カルテ｣』

に事実と異なる記載があったとして,子どもの親が同町

教育委員会に記載の削除を求めた不服申し立てについて,

同町の情報公開審査会-は19日,保護者の主張を認め,

記載の削除を答申した｡カルテに明確な法的根拠がなく,

本人や保護者への説明もないまま,教員の判断だけで一

方的に記載されていたと指摘した｡｣日､
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「子ども理解のための『指導・支援カルテ』」（参考ま

でに，本稿末尾にその様式の一例と記入例を資料として

掲げている｡)は，2003年７月に沖縄県中頭郡北谷町で発

生した少年グループによる中学２年生殺害遺棄事件が明

るみに出た直後，県教育委員会が対応策として打ち出し

たもの２１である。そこには，主として学級担任教師がそ

の主観に基づき，子どもの気になる行動や性格，交友関

係，家庭環境などを記入し，生徒指導にかかわる関係者

に資料として配布することもあり，また進級時には新担

任に引き継ぐものとされている。当初は，不登校や長期

欠席の子どもが対象であったものが，０４年からは県内の

全ての公立小中学校の児童生徒に対象が広がった(3)とさ

れている。

その後，西原町でその存在が発覚した，この「子ども

理解のための『指導・支援カルテ』」（以下，単に「カル

テ」という。）をめぐる問題は，諸々の観点から，県内

の親権者や保護者，教育関係者，全市町村に大きな波紋

を広げることとなった。

親権者や保護者の間からは，当然のことながら，疑問

や不信の声が上がった。例えば，「子どもの悪い点，細

かい点まで観察されるのは，いい気がしない。相性もあ

り，教師は客観的にかけるのか｣，「書き方の基準もない

だろうし，何を基本に書くのだろう｣，「情報の流出が一

番怖い。もし漏れた場合，学校は対応を考えているのか

｣"'等である。カルテについて事前に何ら説明もなされ

ていない，これらの親権者や保護者の声に対し，カルテ

導入を推進してきた県教育庁当局は真塾に応え，説明す

べき重い行政責任を有すると思われるが，現在までのと

ころ的確な説明がなされているとは到底思われない。

市町村立の小中学校を管轄する市町村の教育委員会

(以下，教委とする）の対応も混乱を極めた。本件カル

テの問題が発覚した際，当初の市町村教委のコメントは，

｢個人情報保護条例に基づいて検討したかどうか，わか

らない｣，「当時，条例がなかったので検討していない｣，

｢県や他市町村の動向を見て判断｣(5)などといった，個人

情報保護条例（以下，条例という）も当然に含まれる法

令に基づかなければならないはずの教育行政のあり方か

ら見て実に論外なものがほとんどであった(6)。その後の

新聞報道によると，いくつかの自治体では廃止や休止を

決めたところもあるという(7)。また，むしろ，独自で新

たなカルテを検討する予定の自治体もあるという(8)。県

立学校を所管し，カルテ導入を推進してきた県教育庁当

局の立場は，現在までのところ，県個人情報保護条例へ

の抵触を認めず(9)，県立学校における廃.止は検討しない

方向のようである。

本稿で以下に述べる観点から子どもの人権問題と認識

して，この問題に注目していた筆者にも，マスメディア

から特に人権の観点に絞って，若干のコメントを求めら

れることとなった('0)。

本稿は，この問題について，新聞紙上では紙幅や字数

の制約もあってやむを得ず，‐'一分に意を尽くすことがで

きなかった筆者のコメント内容を，誤解曲解のないよう

あらためて敷桁しつつ，この問題をめぐるその後の状況

や他の識者・関係者によるコメント等にも適宜触れなが

ら，主として，憲法が保障する子どもの基本的人権保障

の観点に基づく考え方をまとめてみたものである。

Ⅱ子どもの人権享有主体性

総じて言えば，本件も含め，学校現場で生ずる子ども

の人権問題については，これまでの憲法裁判例を見ても，

子どもも成人とまったく同様の人権享有主体であるとい

う観点が希薄と思われるところがある('１１。本件について

も，県教育庁当局等によって，教育上の観点から子ども

の情報を収集することの必要性のみが強調して語られる

一方，カルテによって侵されうる子どもの人権について

真剣に検討し，配慮したコメントや対応は未だ見出し得

ない。

確かに，子どもは，人間としての肉体・精神の発達途

上・形成過程にあり，成人に比べて判断力も未熟である

ことに基づき，人権の享有に制限を付されている。例え

ば，政治的な判断能力が未熟であることから選挙権が認

められず（憲法15条３項)，婚姻の自由（24条）や職業

選択の自由（22条)，財産権の行使（29条）等にも法律

上の制約('２１が設けられている。他方で，だからこそ成人

にはない子どものための権利として，子女に普通教育を

受ける権利を保障し（憲法26条２項)，児童の酷使を厳

しく禁止している（27条３項)。

このような子どもの人権の制約がどの程度可能かにつ

いて，学説上は，「保障される人権の性質に従って，未

成年者（子ども）の心身の健全な発達をはかるための必

要最小限度の制約が憲法上許されるものと一般に解され

る｣(１３１とされる。但し，子どもはその特質として，年齢

によってあるいは個人差によって，心身の成熟度に差が

あることや，子どもの保護を図るべき立場にある親権者

の権利との調整が必要とされることにも留意されなけれ

ばならない。親権者は，公権力によって子どもの人権が

不当に制約されようとする場合，判断力が未熟である故

に自らの人権の制約につき十分考慮しえない子どもに代

わって，子どもの人権侵害を主張できるし，なおかつ，

しなければならない。

全体として見れば，日本国憲法は，「明治憲法下の成

人の人権の制約状況からの脱却を第１の目的としたこと

に起因」して，子ども「の特性に意を払った規定は極め

て少ない」とされているＭ)。1994年に「児童の権利に関

する条約」がわが国でも批准され，子どもの人権の理解
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を補う役割をある程度果たしてはいるが，それを受けた

包括的な法律は未だに制定されていないため，子どもの

人権保障にとってはなお十分な状況とは言えないところ

がある。

本件カルテの問題を見ると，県教育庁当局や市町村教

委の多くはあくまで条例の手続論で問題を収拾しようと

し，総じて，子どもの人権を顧みる観点が希薄であると

思われる。子どもの人権の制約についても，憲法上，果

たして，カルテがあらゆる子どもの「心身の健全な発達

をはかるため」に真に必要なものであるのか，他には代

替手段が見当たらない「必要最小限度の制約」の範囲に

止まっているかが丹念に検討されていない''5'し，親権者

との関係で調整が図られた様子も見受けられない。親権

者には，子どもにとって有害と思われる教育が学校から

施されようとした場合，子どもの権利侵害を主張できる

権利が当然にあるし，また主張していかなければならな

い。親権者からそのような権利も機会も事実上剥奪して

いるカルテの運用の現状はやはり深刻な人権問題である。

このように，本件問題の背景には，学校現場も含む教

育行政機関において，子どもが成人と同様に，基本的人

権を享有する主体的存在であることへの理解の欠如ある

いは不十分さ，そして，その保護する子どもに対する親

権者の立場や権利への無思慮がそもそも根本にあるので

はないか。

とには，大人が子どもをいつまでも「未熟な者」として

据え置き続けようとするニュアンスが暗に含まれている

ようにも感じられる('６１．時には，あらゆる子どもに対す

る親の立場を示す言葉としては不適切な場面もあろう。

本件のカルテは，子どもについてのそのような理解のニュ

アンスと無縁であると言い切れるであろうか。本件の場

合，公立学校に通う，年齢層も６～18歳と幅広い多様な

子どもが念頭に置かれているのであるから，単に子ども

との家族関係を端的に示す「親｣，あるいは「親権者｣，

条例上の表現も借りれば「法定代理人」等と称すること

が本来適切ではなかろうか。本稿においても，このよう

な見地から「保護者」という言葉の使用はできる限り避

けて，「親権者」等という言葉を用いるようにしている。

Ⅲ子どもの個人情報保護と「プライバシーの権

利」

そもそも個人情報保護制度は，いかなる憲法上の根拠

を有するものであるかについて述べる。

情報化が進展する現代社会においては，個人に関する

情報（個人情報）が行政機関によって様々な機会を通じ

て収集ざれ集中的に管理されている。例えば，個人の氏

名や住所，本籍，年齢，性別，電話番号，家族構成，納

税額，前科の記録，病歴，生活保護受給歴等々，多種大

量に及んでいる。このような状況にあっては，個人には，

例えば，行政機関によってこれら本人に関する情報を本

人の知らないところで勝手に収集されたり，みだりに利

用されたり，その意に沿わない外部への提供を禁ずる権

利等が認められなければならない。実際，行政機関によっ

て保有されていた前科の記録が安易に第三者に提供され

たことにより，憲法裁判になった事例もある''７１。そこで，

個人が自己に関する情報を自らコントロールし，自己の

情報についての閲覧閲読・訂正ないし削除の請求を認め

ることが，当初は「ひとりで放っておいてもらう権利｣，

｢私生活をみだりに公開されない権利」として理解され

たプライバシーの権利の発展的一内容として必要である

と考えられるようになったⅢＭ１。憲法に明文の規定のある

権利ではないが，これを，「新しい人権｣('９）の一つとし

て，憲法13条の幸福追求権（包括的基本権）から導き出

される「自己に関する情報をコントロールする権利」

(自己情報コントロール権あるいは情報プライバシー権）

という。これは，憲法学説や判例においても既に承認さ

れた基本的人権である。

各地方公共団体が条例で定める個人情報保護制度は，

このような憲法上の自己情報コントロール権（情報プラ

イバシー権）に基底をなすものであり，当該権利を積極

的に具体化し保障したものとして概ね捉えることができ

る池''1．住民には，当該条例を通じて，自分の情報を知ら

なお，本件の新聞報道を見る限り，「子ども」に対応

して一貫して「保護者」という言葉が他の識者や関係者

のコメントにも使われる。恐らく家庭の事情によって必

ずしも親が保護者ではない事情もあり得ることは筆者も

承知する。しかし，子どもの人権の観点からは，この言

葉遣いにはなお注意を要すべき側面がある。

未熟な者を保護する義務のある者を一般的に「保護者」

と称するものとすれば，子どもの人権を，自らの人権に

ついて理解や判|新能力が未熟と思われる本人に代わり擁

護する者として「保護者」と称することには，筆者はあ

る程度の理解は示す。但し，子どもの特性に鑑みた留保

が必要であると考える。すなわち，子どもは，日々成長

し変化し続けている柔軟性のある存在である。確かに，

大人の保護がないと一人では生存すらままならない時期

も存在しよう。しかしながら，いつまでも大人の保護が

必要とされる「未熟な者」であり続けるわけではない。

法律上の必要があってやむを得ず画一的に定められた成

人年齢には達していないというだけであって，大人によ

るパターナリステイックな干渉や保護をもはや必要とし

ていない成熟した子どもにいずれ成長し，そして成人を

迎えるのである。すなわち，成長発達段階に応じて，あ

るいは個々によって多様なあり様を示す子どもに対して，

包括的に「保護者」という言葉を安易に使用し続けるこ
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ないところで勝手に収集されたり，みだりに使われたり，

本人の意に沿わない不適切な形で利用されたり広められ

たりしないようにするための具体的な権利（自己情報の

開示や利用停止，訂正，削除を求める請求権）が保障さ

れることになる。また，行政機関に対しては，①個人情

報の収集（保有）の制限・明示，②利用'二Ｉ的の限定・明

示，③安全及び正確性の確保，④利用・第三者への提供

の制限など個人情報の取扱いについて種々の制約ルール

が設けられることとなった。本稿「はじめに」で記した

本件カルテをめぐる当初の市町村教委のコメントから推

せば，県内の多くの市町村教委では条例との整合性を検

討した節は見られないことから，こうした①～④の点を

仔細に検討するまでもなく，条例違反，自己情報コント

ロール権侵害を明白に措定しえよう。

また，カルテには，その内容として，学校に介入され

るいわれのない家庭環境や，子ども本人や親権者にとっ

て無断では記録に取られたくはない，本人にとって甚だ

不利益な内容となる非行・補導歴，教師による主観的に

ならざるを得ない記述でその正確さにはどうしても疑問

が残らざるを得ない子どもの性格'2m等が詳細に記載され

る。これらの事項をカルテに記載すること白体が，公権

力によって「私生活をみだりに公開されない」ことを内

容とするプライバシーの権利の侵害であることは明らか

である122i･

さらに，本件カルテの問題に鑑みてあらためて検討を

要する点は，個人情報保護については，個人情報の適切

な取扱いが問題となるだけではなく，個人情報の形成段

階の問題，すなわち行政機関によって個人が一方的に徒

に「情報化」されてしまうことからも保護すべきである

という側面も注意しなければならない点である。子ども

に限らず，人間は，揺り篭から墓場まで，大なり小なり

成長や変化をし続けている存在である。それ故に，ある

個人を評価する場合にも，どの時点で評価するか，ある

いは，どの時点の評価を「情報」として固定するのかに

よって，それらの「情報」を通じて第三者によって捉え

られる個人のイメージは|随分異なるものとなろう'23)。例

えば弘仕事をする個人にとっては，情報化されて有利と

なる評価（学生時代に打ち込んだスポーツ競技の輝かし

い受賞歴等）もあれば，逆に，一方的に情報化されてし

まっては不利益となってしまう評価（幼少の頃の病歴や，

思春期における非行・補導歴，前科等）もあり得るだろ

う。このように「個人の情報化」とは，多様に成長し変

化し続けている個人をある時点でその評価として固定す

ることをいう。現代社会では，個人が情報化されること

についても当該個人によるコントロールが及ばなければ

ならない'2卿。ましてや，成長の途上にあって，成人と比

べて成長や変化の度合いがはるかに大きい子どもの段階

にあっては，個人の不利益となる情報化は本来許される

べきものではなく，情報化がやむを得ない場合であって

も特にその手続きは慎重であらねばならず，少なくとも

本人や親権者によるコントロール権が特に保障されなけ

ればならない。しかしながら，本件のカルテにはそのよ

うな慎重な配慮が微塵にも見られないのである。

1Ｖ子どもの個人情報保護と「教育を受ける権利」

憲法は26条で「すべて国民は，法律の定めるところに

より，その能力に応じて，ひとしく教育を受ける権利を

有する」と定めている。そして，教育を受ける権利は，

生涯学習の機会を通じて成人にも当然保障されるべきで

あるが，その性質上，まず子どもに対して主体的な学習

権として十分に保|章されなければならない251。また，子

どもの教育に関する責任（いわゆる教育権の所在）につ

いては，かつて旭川学力テスト事件'26'で議論されたこと

があるが，国の教育内容への広汎な介入権を認める契機

となることへの学説の根強い批判もあるが，国（行政)，

教師，親の三者の分担による教育の実現という考え方の

枠組みは，概ね妥当だとする意見が学説上は有力であ

る(271。すなわち，子どもへの教育には，子どもの権利主

体性に十分配慮しつつ，行政，学校現場における教師，

親権者が連帯連携を図ってその責任を負わなければなら

ないのである。親権者を蔑ろにして，行政や学校現場，

教師に子どもの教育に対する専権はないのである。

しかしながら，本件カルテを見ると，専ら行政の一方

的な判断で学校現場への導入が図られ，子ども本人や親

権者も知らないところで秘密裏に教師によって作成・

運用され，外部への提供もなされていた。このように，

子どもの権利主体性を蔑ろにし，一方の教育の重要な担

い手であるはずの親権者の意思やその関与をも排除した

その運用には，憲法が要請する教育を受ける権利の実現

に反する実態が明らかに存在している。

また，ある最高裁判決によれば，法令に根拠のある内

申書Ｉ２８Ｉや指導要録'２，１に不利益評価を記載することさえ，

思想・良心の自由の侵害のみならず，学習権も侵害する

といえる';Ｍ１)。ましてや法的根拠もないカルテに，子ども

にとって不利益な評価を濫りに記載することは，子ども

の思想・良心の自由や学習権を当然に侵害することにな

ろう。子どもには，学校が作成する文書につき，自己に

不利益な記載がないかどうかを確認するため，自己の教

育情報の開示請求も権利として認められることとなると

される131)。

そもそも本件カルテのように，日々成長し変化し続け

ている柔軟性ある子どもの特性に鑑みると，子どもを過

去の一時点における状態でもって教師の主観で「情報」

として固定化することによって，前述したプライバシー

の権利の侵害のみならず，子どもへの適切な理解に基づ
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〈，教育を受ける権利が侵害されることにもならないの

であろうか。

例えば，小学校２年生のときに学級担任教師がある子

どもをクラスで「人見知りの激しい子｣、「友人が少ない

子」として主観的に評価し，カルテに情報として記入し

たとしても，そもそも日々成長し変化し続けている子ど

もを，教師が敢えて－時点で捉えて的確に主観的に評価

しようとすること自体，そもそも困難ではないだろうか。

また，仮にその時点における主観的評価が適切なもので

あったとしても，その評価が将来においても（例えば，

子どもが小学校３年生になったとき，中学校に上がった

とき，高校生になったとき，子どもはまったく同じでは

あり得ないであろう。各々の時期における性格の違い，

変化の可能性を考えてみよ）なお当然に当てはまるかと

いうと，必ずしもそうではない。子どもの成長発達に伴っ

て，このような評価は十分に変わり得る余地があるので

はないか。

子どもをカルテに情報として固定してしまったことに

よって，子ども本人から離れて，カルテに記された子ど

もの過去の情報だけが先走りし，当該子どもと直接の面

識はない学校内外の関係者に濫りに提供され，子どもの

理解のためと称して徒に情報共有されるというのであれ

ば，それは子どもの理解や教育に資するどころか，むし

ろ徒に誤解や偏見をもたらすなど害をなす虞の方がはる

かに高いのではないか。

以上述べたように，子どもの特性や教育を受ける権利

に鑑みたとき，子どもを理解するためには，子どもをカ

ルテとして詳細に「情報化」することはあまり適切では

ない。むしろ教師は，変化し続ける子どもに寄り添いつ

つ，子どもや親権者との日々の絶え間ないコミュニケー

ションを通じて子どもの変化を感得しておくことが重要

であろう。仮にカルテとして子どもを情報化することが

教育上真に必要であったとしても，教育のためという専

ら学校現場や行政当局のみの一方的な判断で子どもの情

報化が進められるのではなく，少なくとも，子どもの情

報化が子どもの適切な理解や教育に真に役立つものかど

うか，子ども本人や親権者の立場にも十分に配慮した適

正な手続きで慎重に吟味されなければならないであろう。

以上の考察からすると，本件カルテは，子どもの教育

を受ける権利を充足することと果たして結びつくもので

あろうか。もしその実態が権利と結びついていないので

あれば，カルテは，学校現場における権限外の行為であ

り，人権侵害に当たる。子どもの個人情報保護と子ども

の「教育を受ける権利」とは相互に関連性のないもので

はない。むしろ，子どもの「教育を受ける権利」を憲法

上適切に保障するためにも，子どもの特性に配慮したそ

の情報化の濫用の禁止も含めた，子どもの適切な個人情

報保護が実は欠かせないのである。

ｖ子どもの個人情報保護と教育行政のあり方

地方自治・地方分権の原理は，市町村に対して，国や

都道府県とは対等独立の立場に立ちつつ，住民生活にとっ

て基礎的な行政活動を担い，住民の意思を反映し，住民

の権利を保障するために主体的な活動を行うことを求め

る。憲法が一章を設けて当該原理を手厚く保障し，近年

は市町村を「基礎的自治体｣(32）として広く称される所以

である。本件カルテの問題の主な舞台となった，地域に

根付く小中学校の現場における学校教育は，そもそも市

町村教委の主体性が求められる最たる行政領域である。

さらに，将来の沖縄の自立(33)や地方分権改革，「沖縄特

例単独州」構想(鋼)が有力に主張される道州制論議等の行

く末を見据えたとき，教育行政においても，住民からの

問題提起や主張を真蟄に受け止めて，自らを厳し〈律す

ることができる行政のあり方がなお一層求められること

となろう。

しかしながら，本稿「はじめに」でも紹介したように，

本件カルテの問題が発覚した際の市町村教委のコメント

には，「個人情報保護条例に基づいて検討したかどうか，

わからない｣，「当時，条例がなかったので検討していな

い｣，「県や他市町村の動向を見て判断｣(351などといった，

教育行政のあり方から見て，甚だ深刻な問題を孕むもの

があった。条例に基づき自ら検討し，判断し住民に対し

て説明する責任を蔑ろにし，むしろ県や他市町村の対応

を窺う姿勢は，そもそも地方「自治」や「自治体」の名

には値するものではない。

また，０４年度に県教育庁が求めるままに，条例の存在

や整合性につき無思慮に，県内の全公立小中学校や県立

高等学校に通う子どもに対して導入され，本人や親権者

にはまったく秘密裏に本件カルテの問題の発覚まで５年

間も，子どもや親権者の人権問題を孕みつつ子どもの個

人情報が濫りに収集され，外部に提供され続けたことは，

教育行政を担う県教育庁及び市町村教委の人権感覚の欠

如が疑われ，カルテの休止や廃止といった弥縫策では到

底収まらない深刻な行政の責任問題として弾劾されるべ

きレベルに既に至っているのではないか。

公立学校も学校教育を通じて教育行政を担う行政機関

の一つである以上は，国民に基本的人権を保障する憲法

を始めとした法に基づいて行動することが当然に要請さ

れる。本件問題に限らず，本県教育行政の全般に渡って，

果たして「法律による行政」の原理が機能しているのか，

実は形骸化しているのではないかが危倶される。

住民にとって身近な教育行政を担っている市町村は，

自分たちの条例に基づき，子どもや親権者も含む住民に

対して責任を持って本件につき判断を示さなければなら

ない。県教委からの単なる通知や指示を根拠(？）にして，

市町村教委を通り越して，その人権問題性を疑うことも
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子どもは人権を享有する主体的・自律的な個人として，

｢最大の尊重を必要と」されなければならない。しかし，

以上のように，本稿でその諸問題を検討してきた総括と

して，果たして，憲法上，本件カルテは，子どもを「個

人として」尊重してきたと言いうるのであろうか。残念

ながら，子どもを尊重したとは到底評し難いカルテの実

態が，本稿でも引用した新聞報道等で明らかにされ，主

として，子どもの基本的人権保障の観点から，多くの憲

法上の問題点が存在することを本稿で確認できたと思う。

なお，本件カルテの問題を主として子どもの基本的人

権保障の観点から考察することによって付随的に明らか

になったこともある。それは，本稿で扱ってきた直接の

テーマではないものの，自治体が条例で定める個人情報

保護制度の導入やその厳格な運用によって示される，以

下に簡潔に整理してみた多機能的と思われる性質である。

いずれも，子どもの基本的人権保障の観点から重要なも

のばかりである。

①プライバシーの権利あるいは自己情報コントロール権

（情報プライバシー権）の具体化機能

個人情報保護制度は，それ自体としては抽象的な憲法

上の自己情報コントロール権を，子どもも当然に含まれ

る住民に対して具体的請求権として積極的に保障すると

いう基本的機能を最低限有している'''１．

②教育行政及び学校現場における子どもの「教育を受け

る権利」の保障機能（他権利保障機能）

個人情報保護制度は直接には憲法上のプライバシーの

権利に基底をなすものであったが，本稿で検討したよう

に，子どもの「教育を受ける権利」といった他の人権保

障に実質的に資している側面も見出すことができた。本

稿を契機として，個人情報保護制度を専らプライバシー

の権利という単一の人権との関わりで捉えるだけでなく，

その他の人権との関連性についても新たな研究課題とし

て追究すべき必要性を筆者は認識した。あくまで一仮説

のレベルに過ぎないが，現代の高度情報化社会において

多様な人権を保障するに際し，恐らく個人情報保護制度

は，多くの人権にとって実は必要不可欠な制度的インフ

ラになりつつあるのではないか。

③民主的統制機能

個人情報保護制度は，その根拠となる法律や条例の制

定によって制度化されたものであれば，個人情報を取り

扱う行政活動のあり方につき，議会による統制を受けさ

せることになる。さらに，当該行政活動のあり方を，当

該制度上の請求権を行使することを通じて，子どもも含

まれる住民が直接に監視し，批判し，統制できる機能を

有している。

④行政手続的機能

個人情報保護制度は，特に個人情報を取り扱う多くの

行政活動について，事前に，個人情報の収集・管理・外

なく学校現場において子どもの情報が収集されたことは，

地方自治・分権の理念には程遠く，かつての旧態依然の

中央集権性を坊佛とさせる教育行政の姿が示されている。

子どもの人権に鑑み，個人情報の取扱いについて十分に

子ども本人や親権者と向き合い，話し合うことを大事に

してもらいたい。

また，新聞報道i3`'によれば，県教育庁当局は，カルテ

について県条例に違反しないという立場を明示した。個

人情報取扱業務として事前に，カルテとは具体的に明記

せずに「生徒の生徒指導に係る記録事務」として包括的・

抽象的に登録しておけば，法律上問題ないとする立論で

ある。しかし，これは，どこまでも子どもの人権を顧み

ようとはしない，明らかに県条例の本質を見誤った立論

であろう。

すなわち，県条例は，憲法が保障するプライバシーの

権利（自己情報コントロール権）に基底をなし，その具

体的保障のために，行政による個人情報の収集や管理，

外部提供等のルールを手続的に厳格に定めた制限規

範1371であって，包括的に業務登録をしただけで易々と子

どもの人権を侵しうる法的根拠（行政にとって都合のよ

い緩い授権規範(M８１）として機能するものでは決してない。

また，「教育のため」と称してカルテによる子どもの情

報収集を今更ながら正当化しようとするが，そもそも教

育を担う行政機関が包括的に「教育のため」と称してみ

せても，使用・収集目的を限定したことにはまったくな

らないであろう。

県教育庁当局はどこまでも県条例上の手続論'391に終始

しようとし，カルテによって侵されうる子どもの人権に

対する配慮は微塵も見られない。このレベルに至ると，

子どもの人権を顧みない行政機関に，そもそも果たして

壽子どもの将来に係る教育行政を担う資格があるのだろう

かという，独立行政委員会（教育委員会）による教育行

政の存在理由にも係る根本的疑問も抱かざるを得ない。

Ⅵ結びに代えて－子どもの人権保障と個人情

報保護制度の多機能的性質，今後の課題等一

日本国憲法は，13条前段において「すべて国民は，個

人として尊重される」と定める。憲法の根本理念として，

人間が社会を構成する自律的な個人として，その自由や

生存を確保し，人間の尊厳性を保ち尊重されるべきこと

が崇高に宣明されている('0'。それ故，続く|司条後段で

｢生命，自由及び幸福追求に対する国民の権利について

は，公共の福祉に反しない限り，立法その他の国政の上

で，最大の尊重を必要とする」とされる。この「国民」

の中には，当然ながら，子どもも含まれる。

本件カルテの問題の舞台となった教育行政や学校現場

を含む「立法その他の国政」上の場面において，当然に，
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部提供等のルールを定めた適正手続に服せしめることに

よって，当該行政活動をより妥当なものにならしめる，

いわば「特殊」行政手続的な機能をも果たしている。す

なわち，一般に行政手続において適正な内容とされる４

原則（告知・聴聞，文書閲覧，理由付記，処分基準の設

定・公表)ﾙ'２１とは同一なものではないが，必ずしもその

対象は講学上の行政行為に限られないものとなってい

る卜'川。例えば，個人情報を取り扱う行政事務であれば，

本件カルテのようにその処分性がなくても対象となり，

予めその具体的内容が登録ざれ広〈公表されることで，

当該事務の適法性や妥当性を担保する。また，個人情報

は本人から収集されるべきことを原則にすることで，本

人に対する告知・聴聞の機能をも果たしうる。そして，

本人が自己情報を開示請求し閲覧することで，当該事務

についてより具体的で的確な意見を述べることができる，

という具合である。

⑤参政権的機能

マスメディアによる報道と併せて，本件は，自分の子

どものカルテの問題を重くみた－親権者の問題関心が契

機となって，広く県民一般に教育行政の問題として知ら

しめることとなった。そのことによって，個人情報の取

扱いに係る教育行政のあり方に，子どもを保護すべき義

務を有する親権者や一般市民が「主権者」として関心を

示し，自由に批判的意見を表明し，県政の一端に参加で

きる機会を確保することができた。また，個人情報開示

請求をした本人や親権者にとっては，表現の自由から導

出される「知る権利」の参政権的役割によって，自己情

報の内容やその取扱い等について知ることで，はじめて

こうした教育行政のあり方に意見することができるよう

になると説明しうる岬。

⑥権利意識・人権感覚高揚機能

個人情報保護制度は，個人情報の取扱いに対する行政

の認識や，個人の権利意識を否応なしに高める効果を有

する。これが上記①～⑤の諸機能を下支えするものとな

る。本件では，皮肉にもむしろ逆に，教育行政における

個人情報保護に対する人権感覚の未成熟さが浮き彫りに

なってしまったが，今後も，住民は，行政における自ら

の情報の取扱いにつき，さらに意識や関心を高めていく

必要がある。

の権利を公権力が易々と侵害することができる法的根拠

(いわゆる授権規範）として機能するものでは決してな

い。にもかかわらず，そもそも当初から本人の同意や法

令上の根拠もまったくない本件カルテのような個人情報

取扱事務を，抽象的かつ包括的に県知事に届け出て登録

していたという一事のみによって，本件カルテの合法性

の主張の根拠としたことは，当該条例の本質を正確に理

解しようとせず，行政自らの都合の良いようにすり替え

てみせたものである。子どもの人権にも係わる条例の形

骸化が懸念される事態である。

②ほとんどの個人情報保護条例は，子どもと成人とが

区別されることなく規定されているが，少なくとも子ど

もの個人情報については，特に子どもの特質やその人権

保障に鑑みた規定を設ける必要があるのではないかとい

うことである。具体的には，子どもの情報化自体を厳し

く戒め，仮に情報化が必要であったとしてもその要件を

厳密に規定し，少なくとも事前に親権者の同意を要する

こととすべきである。

③個人情報を取り扱う行政活動が条例に抵触した場合

あるいはその虞がある場合に，当該行政活動を一時的な

ものでも直ちに停止する措置が予め条例に設けられる必

要があったのではないかということである。個人情報保

護に対する意識が行政に希薄である場合，条例に抵触し

た違法状態あるいは違法と明らかに疑われる状態にあっ

てもなお当然に停止されることはなく，カルテの運用が

続けられてきたことは，条例により具体化されたはずの

憲法上のプライバシーの権利や自己情報コントロール権

を著しく損ない続けるものであった。「条例に定められ

た手続きを踏んでいない，あるいは，手続きを踏んだ意

味がない状態になっていることM５１」では，折角の個人情

報保護や制度を通じた憲法上の権利保障の実をなさない。

これらの権利の迅速な実効的救済に条例上大きな課題を

残したといえるのではないか。

④本件カルテの問題を通じて明らかになったことは，

沖縄の教育行政レベル，子どもの人権に対する意識の低

さが甚だ深刻であることだ。いくら将来の沖縄の自立や

地方分権等を理念として掲げてみたところで，この現実

はその将来の実現の困難さを窺わせる。個人の人権に係

わる個人情報保護条例に限らず，あらゆる法令の遵守が

教育行政によって果たして確保されているのか，議会や

住民（特に親権者）その他関係者は総点検を迫られる。

行政が法令を当然に遵守するという前提を根本的に疑っ

て，条例上の制度設計がなされる必要があるのではない

か。あるいは今後，沖縄の教育行政領域においても，行

政を監視・統制すべき議会の本来の役割や，主権者たる

住民のあり方も試されることとなろう。

最後に，本稿は，本件カルテの問題が関係機関に速や

かにかつ適切に処理・検討されることで，学校現場が子

個人情報保護制度については，同時に，子どもの基本

的人権保障の観点からいくつかの課題も本稿では浮かび

上がったように思う。

①個人情報保護条例は，主として個人のプライバシー

の権利等を具体的に保障するために制定された法規範で

ある。そして，そのために，行政機関による個人情報の

収集や管理等の手続上のルールを厳しく定めたもの（い

わゆる緩い制限規範）であって，個人情報に対する個人
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どもを個人として大事にするべき人間尊重の場であるこ

とがあらためて確認され，その人権を漫然と侵しうる受

難の場所であることを直ちに止めるよう切に念願する。

県内市町村においても，新たな記録簿を作成する（14市

町村)，あるいは作成を検討する考えを示す（21市町村）

ところも出てきている。今のところ，作成を検討してい

ないところはわずか６町村に止まっているという（同１

月23日２７面)。学校教育における自治の精神はいずこに

あるのだろう。

いずれにせよ，かつて現行のカルテが導入される契機

となった2003年北谷町で発生した集団暴行致死事件後の

経過とほぼ同様の経過を皮肉にもたどることとなってい

る。2010年１月下旬の時点で，その全容が明らかにはさ

れていない新たな記録簿は，新聞報道で窺う限りでは，

従来のカルテとは様式もその運用も異なるようなので，

本稿で指摘した，子どもの基本的人権保障の観点に基づ

く問題点の指摘が必ずしもすべてそのまま当てはまるわ

けではないのかもしれない。しかし，少なくとも，今回

のようないじめによる子どもの人権侵犯事件に対し，例

えば，多様な背景を抱える子どもたちに対する，お互い

の人間性や個性をかけがえのない貴重なものとして尊重

し合える，お互いの人権を大事にする人権教育のあり方

を抜本的に追究するのではなく，穿った見方であるが，

あくまで，この種の問題が学校現場で起こらないように

することを第一に考えたのではないかと疑われるような

対処療法的で，しかも人権侵害的な手法による対応に執

着しようとする教育行政のあり方がなお一貫して懸念さ

れる。

今回のような人権侵犯事件に対しても，子どもたちに

基本的人権の価値を示唆するためには，学校現場や教育

行政に携わる関係者である大人たちこそが，まず何より

も子どもたちの基本的人権を理解し尊重する手法で，子

どもたちには向き合うべきである。多くの関係者による

揮身の真塾な取り組みには敬意を表したいが，子どもた

ちに対して，仮に多少の変更を加えても現行カルテに本

質的に類似した人権侵害的な手法でなお教師が臨むので

あれば，やはり人権享有主体としての子どもたちのため

にはならないものと評価せざるを得ない。

〔追記〕

本稿の脱稿後，校正段階において，新聞報道によれば，

カルテをめぐる状況に進展が見られるので，その概略を

紹介しておく。

本稿で指摘した子どもの人権や個人情報保護等の観点

から，現行カルテは県内各地の市町村で相次いでその廃

止，あるいは，少なくとも，一部の自治体を除き，その

運用が停止されることとなった。

他方，多くの問題点が指摘されてもなおカルテの継続

を模索したい様子が窺える県教育庁は，カルテの問題を

検討するために「支援カルテ課題解決のための有識者会

議」を，行政主導による構成メンバーの人選で立ち上げ

たが，それにもかかわらず，現行カルテの実質的な廃止

を求める厳しい答申が出されるに至った（沖縄タイムス

2009年11月５日)。私見によれば，答申は県個人情報保

護条例に基づく問題の指摘ばかりで，本稿で扱った子ど

もの人権の観点からの問題の指摘が見受けられないこと

には疑問を感じなくもなかったが，いずれにせよ，よう

やく結論としては「廃止」という，子どもの人権の観点

からも妥当なカルテの扱いに到達したのではないかと思

われた。

しかしながら，その直後，2009年11月下旬に沖縄県中

部のうるま市で，いじめを契機にした暴行致死事件（中

学２年の男子生徒が同級生らから暴行を受けて死亡した

とされる事件）が発生した。保護者による学校へのいじ

めの通報はあったにもかかわらず，校内で実施したアン

ケートなどを通じて本人からのいじめの訴えはなかった

と弁明して結局は適切に対応できなかった学校側のあり

方や姿勢に少なからず問題が散見されたにもかかわらず，

あらためて県教育庁はこうした事件への対応として，現

行カルテに代わる新たな記録簿の必要性を主張し，早く

も2010年４月からの運用開始に向けてその様式を検討す

るなどの準備を進めているという（同12月３日27面)。

現行カルテをめぐる問題を十分に検討したのかと疑われ

る程の対応の拙速さが懸念される。恐らくはさすがに県

個人情報保護条例との整合性を一応踏まえて作成される

ものであろう新たな記録簿は，従来のカルテの様式を変

更するものであり，その主な変更点としては，①情報収

集の際には本人や保護者の同意を得ること，②生徒や保

護者に記録簿の存在を周知させること，③記録簿の様式

を公開すること，④保護者や生徒からの削除や訂正請求

に対応することなどが挙げられているという（同2010年

１月９日27面)。

このような県の新たな記録簿導入の動向を反映して，

圧

（１）同[|付け別の地元紙（琉球新報）も同様に報道して

いる。なお，本記事で言及されている答申内容の詳細は，

西原町情報公開及び個人情報保護審査会会長から西原町

教委あてに発せられた公文書（平成21年５月19日付け西

情個審査第３号「自己情報開示等（削除）請求の不削除

決定に対する不服申立てについて（答申)」及びそれに

添付された平成21年５月19日付け答申１号「個人情報削

除請求の不削除決定に対する不服申立てについて(答申)｣）

を参照。筆者は，当該公文書を西原町情報公開条例第６

条第１項の規定に基づく公文書公開請求により，特定の
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個人名の部分が黒塗りとされた一部公開の状態で入手し

た。

i21沖縄県教委教育長から各市町村教委教育長及び各教

育事務所長あてに発せられた公文書（平成15年７月18日

付け教義第973号「児童生徒の長期欠席等の実態把握と

児童生徒理解の充実について（依頼)｣）に基づく。筆者

は当該公文書を県情報公開条例第６条第１項の規定に基

づく公文書開示請求により入手した。

'3’例えば，本件で問題となった西原町を含む県中頭郡

区には，以前に県教育庁中頭教育事務所長から（所管地

区内の）各小中学校長宛てに出された，平成16年６月１６

日付け文書「子ども理解のための『指導・支援カルテ』

の作成と活用について（依頼)」（前掲注（１）における

公文書公開請求による公文書「答申」添付資料）が存在

していた。同様の文書は県内各地区の教育事務所を経由

して，恐らく県内すべての公立小中学校にあてて出され

ていたものと思われる。

1’'’2009年５月２１日付け沖縄タイムス27面参照。以下，

新聞記事の引用注は，西暦を省略して日付のみで表示す

る。

'５１５月30日付け沖縄タイムス1面，２５面参照。

'６１前掲注（５）を参照。カルテ導入に際して，条例と

の関連を検討していたのは，県内40市町村中（石垣市は

回答なし)，わずか９市町村にとどまった。そして，そ

の中で正式に自治体の条例に基づく手続きを踏まえてい

たのは，唯一，うるま市のみであった。しかし，うるま

市も「関係者の理解を得られなければ，制度が良くても

意味がない」として，今後カルテのあり方を検討すると

いう。

(7)廃止を決定したとされる自治体（新聞報道日を基準

とする）としては，西原町（５月30日），糸満市，南風

原町（廃止の方向，５月30日），豊見城市，金武町（以

上，６月10日)，宜野座村，久米島町（以上，６月１１日)，

今帰仁村，南城市，多良間村（以上，６月13日)，宜野

湾市（６月19日)，竹富町（６月25日)，本部町（７月１

日）がある。休止・停止を決定した自治体として，伊蓼江

村（５月30日)，浦添市（６月５日)，那覇市，北大東村

(以上，６月10日)，与那原町，うるま市（以上，６月１１

日)，中城村，宮古島市，読谷村，北谷町（以上，６月１３

日）がある。

'8）沖縄市（６月１６日），南城市（６月１３日），竹富町

(６月25日)。

'9’６月12日付け沖縄タイムス29面参照。

'Ｍ６月５日付け沖縄タイムス16面参照。なお，筆者へ

のインタビューを初回として，その後，沖縄タイムスで

は「『カルテ」を考える」と題して，全６回に渡って識

者や関係者のコメント・意見が連載されることとなった。

因みに，第２回【６月９日付け18面（名城健二氏・スクー

ルソーシヤルワーカーの観点)】，第３回【６月12日付

け19面（上原敏彦氏・県教育庁当局の立場)】，第４回

【６月16日付け18面（山本隆司氏・教職員組合の観点）

】，第５回【６月19日付け19面（前津榮健氏・行政法の

観点)】，第６回【６月26日付け21面（学校現場・保護

者の観点)】となっている。なお，筆者はその後，本稿

の趣旨に沿って，特にカルテの県条例への抵触を認めよ

うとはしない県教育庁や市町村教委の対応を厳しく批判

したコメントを投稿し，掲載された（７月11日付け沖縄

タイムス５面論壇)。

(１Ｍ渋谷秀樹『憲法』（有斐閣，2007年）104頁では，子

どもの人権状況が「現在もっとも深刻な」ものであると

する。

('２１婚姻の自由については，民法で婚姻年齢（男は18歳，

女は16歳とする731条）が定められている。また，職業

選択の自由については，司法書士資格（司法書士法５条

２号）や医師免許（医師法３条）等で制約が設けられて

いる。財産権の行使については，未成年者の法律行為に

ついて原則として法定代理人の同意を要求する民法５条

等がある。なお，未成年者による喫煙及び飲酒を禁止す

る未成年者喫煙禁止法（明治33年法律第33号）や未成年

者飲酒禁止法（大正11年法律第20号）は，憲法13条で保

障された子どもの自己決定権を制約するものとの理解も

学説によっては可能であるが，むしろ後述するように

｢心身の健全な発達をはかるための必要最小限度の制約」

として憲法上許容されていると解すべきであろう。学説

上も，現憲法施行前に制定された２つの法律を違憲とし

て問題視するものは見受けられない。

('3）野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法Ｉ

(第４版)』（有斐閣，2006年）217頁。

'Ｍ１前掲注（11）渋谷・憲法104頁。

('5)徒に子どもの多様な個人情報が記録されることによっ

て，結果として，カルテが一部の児童生徒に生ずる問題

(児童虐待やいじめ，不登校等）に対応することは十分

ありえよう。しかし，それはあらゆる子どもに当てはま

るカルテの必要`性を説明するものではない。驚くことに，

県教育庁当局の説明によれば，カルテを作成した全ての

子どもを対象にして，いかなる指導上の効果があったの

かは不明であるし，その検証もなされてはいないとして

いる（６月12日付け沖縄タイムス19面)。むしろ，保護

者からは，子どもの「問題行動ではなく，子どもの視点

を尊重し，日々の生活態度を書き，学校での様子を保護

者も知ることで子どもとの会話も増える｣，「保護者も書

き込めれば，学校との意思疎通につながる｣，「家庭を巻

き込んだ子ども中心の記録」という興味深い代替構想や

その望まれるべき効果が示されている（６月26日付け沖

縄タイムス21面)。

１１６１それ故，例えば，大学における父母懇談会等で，時
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には成人の学生を抱える親（あるいは親権者）に対して

もなお「保護者」と認識しようとすることには，筆者は

甚だ違和感を覚える。

('7)前科照会事件最高裁昭和56年４月14日判決・民集３５

巻３号620頁。「前科等は，人の名誉，信用に直接かかわ

る事項であり，前科等のある者もこれをみだりに公開さ

れないという法律上の利益を有して」いる。それ故に，

｢市区町村長が弁護士法23条の２に基づく照会に漫然と

応じ，前科等のすべてを報告することは，公権力の違法

な行使に当たる」とされた。参照，竹中勲「前科照会回

答とプライバシーの権利」高橋和之・長谷部恭男・石川

健治編『憲法判例百選Ｉ（第５版)』（有斐閣，2007年）

44頁。なお，行政機関による行為ではないが，私立の早

稲田大学における中国国家主席の講演会開催にあたり，

同大学から警察への，学生らの同意を得ることのない参

加名簿の提出がプライバシーの侵害にあたるとされた事

案（最高裁平成15年９月12日判決・民集57巻８号973頁）

について，棟居快行「講演会参加者リストの提出とプラ

イバシー侵害」同百選１－４６頁も参照。

(１８１芦部信喜（高橋和之補訂）「憲法（第４版)』（岩波書

店，2007年）118頁。

(191前掲注（18）芦部・憲法114,116頁参照。「社会の変

革にともない，「自律的な個人が人格的に生存するため

に不可欠と考えられる基本的な権利・自由』として保護

に値すると考えられる法的利益」が「新しい人権」とさ

れ，「憲法上保障される人権の一つ」だとされる。しか

しながら，周知の通り，これまでに新しい人権として，

環境権，日照権，静穏権，眺望権，嫌煙権，アクセス権

等が巷で主張されてきたが，最高裁判所において実際に

許容されたのは，プライバシーの権利を除き，ほとんど

ない。

(2o）因みに，「沖縄県個人情報保護条例（平成17年沖縄県

条例第２号)」（以下，本文や注でも単に県条例という）

では，その理念を示す前文において「県の機関が保有す

る個人情報について，個人が自らコントロールする権利

を実効的に保障し…個人の権利利益の保護を図るため」

に当該条例が制定される旨を直裁に宣言している。なお，

個人情報保護制度では先行していた地方に引き続き，後

塵を拝した国レベルにおいてもようやく，1988年にコン

ピューター行政情報に限定した「行政機関の保有する電

子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」が制

定され，2003年にこの法律を全面改正してマニュアル情

報も対象とした「行政機関の保有する個人情報の保護に

関する法律」（平成15年法58)，さらには，民間情報を

も対象とする「個人情報の保護に関する法律」（平成１５

年法57)が制定されるに至った。

(21）子どもの性格表記の問題性については，６月26日付

け沖縄タイムス21面で，いみじくも親権者がその具体例

を的確に示している。「環境や性格も違う児童たちを，

－人の先生の主観で記録するのは危険だ。自分の意見を

言う生徒を，積極的と見る先生がいれば，自己中心的と

みる先生もいるだろう。新人とベテランでも評価基準も

違うだろう｡」

(221学校現場で正式に作成される「内申書」においてさ

え，不利益評価を記載することは，思想及び良心の自由

を侵害するばかりではなく，子どもの学習権も侵害する

という。参照，麹町中学内申書事件最高裁判決（最判平

成２年１月18日判決・民集44巻１号１頁)。

(231本文で述べる「個人」とその「情報化」との関係に

ついては，養老孟司「バカの壁』（新潮社（新書)，２００３

年）５２～55頁（特に，第４章のタイトル「万物流転，情

報不変」は印象的である）からインスピレーションを得

ている。また，プライバシーの権利を自己イメージ・コ

ントロール権として説く論者もある。参照，棟居快行

｢プライバシー概念の新構成」神戸法学雑誌36巻１号

(1986年）１頁以下（棟居快行「人権論の新構成』（信山

社，1992年）173頁以下に所収)。

(21）通常は，個人情報の「収集」段階で厳格なルールを

設定することが意識されるが，ここでは収集以前にそ

の対象となる個人情報が「形成」される（日々流動的な

存在である個人が「情報」として固定化されてしまう）

場面を問題にしている。

(25)旭川学力テスト事件最高裁判決（最大昭和51年５月

21日判決・刑集30巻５号615頁）において，「この規定の

背後には，国民各自が，一個の人間として，また，－市

民として，成長，発達し，自己の人格を完成，実現する

ために必要な学習をする固有の権利を有すること，特に，

みずから学習をすることができない子どもは，その学習

要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般

に対して要求する権利を有するとの観念が存在している」

とする。

(26)前掲注（25）最高裁判決。

(27)前掲注（18）芦部・憲法260頁。

(28)学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第

78条参照。但し，子どものプライバシーの権利や自己情

報コントロール権等基本的人権に係わる文書（いわゆる

調査書．内申書）の作成義務を，法律（学校教育法）で

はなく，その下位法令（学校教育法施行令，学校教育法

施行規則）レベルで規定していることにそもそも根本的

な疑問がある。子どもの基本的人権に十分配慮した法律

事項とすべきである。これらの文書作成をめぐる現状は，

子どもの人権を侵しうる法的根拠としては甚だ貧弱なも

のであると評価せざるを得ない。

(291前掲注（28）同第24条，第28条参照。なお，指導要

録についても前掲注（28）但し書きで示した同様の疑問

がある。
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':Ｍ１'前掲注（11）渋谷・憲法316頁。参照前掲注（22)。

':川前掲注（11）渋谷・憲法316頁。

"'地方自治法２条３項では，市町村が「基礎的な地方

公共団体」として位置づけられている。政府の地方制度

調査会の答申等では「基礎自治体」という表現が見受け

られるが同義。これは，市町村が「住民に最も身近な普

通地方公共団体であり，住民の日常生活に直結する事務

処理を幅広く包括的にその任務とすることを明らかにし

たもので」あり，また，「地域社会の経営について基礎

的な責任を有する行政主体である」ことを示すとされる。

当該条項によって市町村が適切に遂行できる事務につい

ては，国又は都道府県ではなく，市町村に優先的に割り

当てるべきとする「市町村優先の原則が示されている」

とされる。松本英昭「新版逐条地方自治法（第２次改

訂版)』（学陽書房，2004年）２７～28頁参照。

㈱「将来のあるべき沖縄の姿を描き，その実現に向けた

取り組みの方向性などを明らかにする」ための「基本構

想」として，沖縄県は「沖縄２１世紀ビジョン」の2009年

９月策定に向けて取り組んでいる。

/:』''近い将来に来るべき道州制の導入・実現に向け，「沖

縄にふさわしい道州制の在り方について県民の関心を高

め，沖縄の相違に基づく提案の基盤づくり」を目的とし

て，県内各層を網羅した委員12名で構成され，2007年８

月に発足した民間の沖縄道州制懇話会は，2008年５月，

｢沖縄特例単独州」とも称すべき試案を発表した。

胴’５月30日付け沖縄タイムス25面参照。

Ｍ’６月12日付け沖縄タイムス29面参照。

Wj7'芦部信喜『憲法学Ｉ憲法総論』（有斐閣，1992年）５０

頁参照。制限規範とは，そもそも本来は国民の基本的人

権を保障するために憲法が有している「何よりも権力を

制限する基礎法」である特質を示すものであるが，ここ

では法令一般にまで敷桁して，「権力が『すべきこと』

『しなければならないこと』『してもよいこと』を示すこ

とではなく，権力が『することができないこと』を明ら

かにする」規範という意味で用いている。また，清宮四

郎『憲法Ｉ（第３版)』（有斐閣，1979年）１９頁では，

｢他の国家行為の内容を規律し，それに方向を与え，そ

の限界を画する」法規範として説明される．

'洲’前掲注（37）清宮・憲法１１６～17頁参照。授権規範

とは，「能力・権利・権能などを与える」法規範をいう。

'，'肌当局が固執する条例上の手続論としても実は重大な

問題がある。前津榮健沖縄国際大学教授（行政法）は，

61119日付け沖縄タイムス19面で「個人情報を収集する

場合，条例が届け出などを定めているのは，その存在や

概要に透明性を持たせるためだが，包括的，一般的な登

録では，存在すらわからない」とし，カルテの現状は条

例上求められる「届け出の意味を果たしていない」と厳

しく批判される．

'４０'前掲注（１８）芦部・憲法80頁参照。

'Ⅱ’佐藤幸治『憲法（第３版)』（青林書院，1995年）３９３

～394頁では，周知のとおり，人権には大別して，①

｢それぞれの時代の人間存在にかかわる要請に応じて種々

主張される」「背景的権利」と，②「主として憲法規定

上根拠を持つ権利」としての「法的権利｣，③「裁判所

に対してその保護・救済を求め，法的強制措置の発動を

請求しうる権利」としての「具体的権利」とがあるとさ

れる。以上の佐藤教授の説明に依拠して換言すれば，条

例に基づく個人情報保護制度は，「法的権利」として憲

法13条に根拠を有する自己情報コントロール権を，「具

体的権利」として保障するものといえる。

Ij2'塩野宏『行政法Ｉ行政法総論（第４版)』（有斐閣，

2005年）245～248頁。

に'ｉＩＩ周知のとおり，わが国の行政手続法で規定される一

般的な行政手続は，その適用対象となる行政活動が主に

行政処分を中心に行政指導，行政立法（命令)，届出に

留まっており，行政上の契約，行政計画その他の行政の

行為形式については対象とはしていない，あくまでも対

象限定的なものである。

↓川）個人情報保護制度の参政権的機能については，個人

情報開示請求をした当事者である本人やその法定代理人

である親権者の立場と，一般県民の立場とでは，人権の

観点から説明の仕方を異にする。

''釦前掲注（39）前津教授のコメント。

〔参考文献〕

本稿脚注において掲げられている文献のほかに，本稿

の校正段階で，沖縄県内の市民団体であるＮＰＯ法人

｢おきなわ子どもの人権を考える会」から有益な資料集

の提供を受けた。本稿が扱ったカルテの問題に係わる公

文書や新聞記事が網羅的に掲載されているので，十分に

参照するに値する。本稿末尾の参考資料であるカルテの

様式と記入例も本資料集32～35頁から収録している。

おきなわ子どもの人権を考える会(編）“沖縄県「子ど

も理解のための『指導・支援カルテ』｣に関する資料集”

(2009年９月刊行）
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